
随意契約理由書

担 当 部 署
（ 問 合 せ 先 ）

　　　　　　　　　　　　　　港湾局工務課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話番号　　078-595-6320　）

　地方公営企業法施行令第21条の13第1項2号に該当

件 名

根 拠 法 令

契 約 の 相 手 方

随 意 契 約 の 理 由

　本工事は、３旅客施設（ポートターミナル、中突堤中央ターミナル（かもめりあ）、中突堤旅客
ターミナル）に設置しているデジタルサイネージ設備システムの内、老朽化したSTB（セットトップ
ボックス）を取り替え、システム全体の再調整を行うものである。
　本設備システムは、ＮＴＴ西日本株式会社が独自の技術で設計・施工しており、本設備システ
ムを熟知している。
　また、本設備システムのソフトウェアや制御に関してSTBと既存の各機器との整合を図り、設
備システム全体で性能保証できる施工は、当該業者でなければ不可能である。
　以上の理由により、上記請負人と随意契約を行うものである。

　旅客施設デジタルサイネージ改修工事

　ＮＴＴ西日本株式会社　兵庫支店


